
 

 

加須市建築課建築指導担当（R4.4） 

建築確認申請のフロー 

 ※消防同意が必要な申請については、必ず埼玉東部消防組合 加須消防署と事前相談してください。 

 

■４号建築物（加須市に申請する場合）■  

 建  築  主 ( 代 理 者 )   確認申請書の提出 

          

 建 築 課  （ 建 築 指 導 担 当 ） 事 前 受 付 

         

 関 係 各 課 へ 内 容 確 認  道路課、治水課、まちづくり課、下水道課など 

加須地域以外は、各総合支所農政建設課など 

 

 建 築 課  （ 建 築 指 導 担 当 ） 確認申請書の事前審査開始 

 

 建  築  主 ( 代 理 者 )   確認申請書の訂正・補正 

 

 建 築 課  （ 建 築 指 導 担 当 ） 本 受 付（手数料の支払い） 

 

      加 須 消 防 署   消防長の同意（一戸建て住宅以外の申請の場合） 

                    

 建  築  主 ( 代 理 者 )   確認済証の交付など 

 

  

■１～３号建築物（埼玉県熊谷建築安全センターに申請する場合）■ 

 建  築  主 ( 代 理 者 )   確認申請書の提出（チェックシート添付） 

                        

 建 築 課  （ 建 築 指 導 担 当 ） 本 受 付（県証紙の貼付） 

         

 関 係 各 課 へ 内 容 確 認  道路課、治水課、まちづくり課、下水道課など 

加須地域以外は、各総合支所農政建設課など 

         ※建築課から熊谷建築安全センターへ進達します 

 埼玉県熊谷建築安全センター  確認申請書の受付・審査 

 

 建  築  主 ( 代 理 者 )   確認申請書の訂正・補正 

 

 埼玉県熊谷建築安全センター  

 

      加 須 消 防 署   消防長の同意 

                    

 建  築  主 ( 代 理 者 )    確認済証の交付など 

 

 


